
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

  

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

 

 

 

 

～応援します！あなたの市民活動～ 

年 4 回（6･9･12･3 月発行）2023 年 3 月 15 日 発行 

 

 ◆◆ 事 業 案 内 ◆◆ 

  ◆◆  事 業 報 告  ◆◆ 

市民活動団体に集まっていただき、団体の活動紹介、意見交換を行いました。 

意見交換ではそれぞれの分野でグループに分かれ、当センタースタッフと御殿場市役所市民協働課スタ

ッフも同席し、次のテーマについて話し合いました。 

①コロナ禍でどのような活動をしてきたか ②地域課題に向けて自分達が出来る事は ③今後どのよう

な活動をしていきたいか 

参加者より、「普段困っていること、悩んでいることを同じグループの方からアドバイスをいただき、

解決の糸口が見えた。」「他団体の積極的な活動に刺激を受けた。」「新しいイベント『障がい者スポーツフ

ェスタ』を開催してみたい。」などの想いを伺いました。また、センターに求めることとして、補助金・助

成金に対するご要望を多くいただきました。補助金などの情報は主に当センターHP、メールマガジンで

発信しています。 

世界の動きとして、コロナの出口が見え従来の活動も盛んになりつつあります。活動の広報、補助金や

運営に対する相談などは、当センタースタッフへお気軽にお尋ねください。 

2023 年度 7 月開催予定       SNSを活用した情報発信講座 

      11月 4 日(土)～11 日(土) 市民活動見本市「元気わくわくごてんばフェスタ 2023」 

      12月開催予定       市民協働型まちづくり講座/市民活動団体連絡会  

※情報紙/年 4回、メールマガジン/月 1 回、SNS・HP での情報発信 

※NPO 相談(要予約)、市民活動相談(随時) 



 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

  
 

 

 

公益財団法人ふじのくに未来財団 村上茂之氏を講師に招き、NPO 法人の設立を考えている団体

や、設立後間もない法人の事務担当者を対象に「NPO 法人事務講座基礎編」を行い、8 団体 14 名

が参加しました。 

特定非営利活動促進法で、毎年提出が義務づけられている書類や各種届出書類の作成方法など、 

NPO 法人が年間を通して行うべき事務作業を学びました。 

 

 ◆◆ ＮＰＯ法人の手続きが変わりました ◆◆ 

 1.公開書類の提出が不要 

県民の閲覧やコピーのため、定款変更認証などの後に県に提出していた公開書類は提出が不要になります

【公開書類の提出が不要となる手続き：設立、定款変更、合併、認定(特例認定)】 

〈不要となる公開書類の例〉 

定款変更認証の後に提出していた定款、認証書の写しなど 

※定款変更に係る登記完了届、毎年提出している事業報告書等は、今後も提出が必要です。 

2.役員の就任承諾誓約書が本人直筆の場合等は住民票(写)の提出が不要になります 

役員変更届時などの新任の役員について、AB 両方の要件を満たし所轄庁が住民基本台帳ネットワークで本

人確認できる場合に限り住民票の写しの提出が不要になります。(申請・届出書類のみ提出) 

① 住民票の写しの提出が不要となる手続き 

設立・役員変更・合併 

② 住民票の写しの提出が不要となる要件 

A. 役員の就任承諾・誓約書を本人が直筆で記入している 

※障害があるなどの理由で直筆が難しい場合は個別にご相談ください 

B. 役員の氏名や住所が正しく記載されている 

※新字・旧字・異体字/地番・住居表示・集合住宅 

                   

 

              

氏名 ○○ちゃん、旧姓、ペンネーム 

住所 ○○1－1 コーポ◇◇101 号 

氏名 ○○ ○○ 

住所 ○○1 番 1 号 コーポ◇◇101 号室 

 

悪い例 良い例 

※ 詳細は、ふじのくに NPO ホームページでご確認ください。 



 

 

 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

◆◆ 市民活動団体からのお知らせ ◆◆ 

 

御殿場市手をつなぐ育成会 

【体育教室・カローリング】 

運動は免疫力をアップします。体力増進のため広い

空間で一緒に体操やゲームを楽しみましょう！ 

◆日時：令和 5年 4月 23 日(日)、5月 7 日(日)、 

    6月 18 日(日)(カローリング) 

          10：00～11：30 

◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら 

                交流ホール 

◆講師：フィットネスインストラクター杉山和代氏 

    ふじざくらカローリングクラブ岡田行一氏 

◆会費：無料 

◆持ち物：運動しやすい靴、飲料水、タオル 

◆問い合せ：☎0550-82-4939 

      090-7435-3652(國武) 

       

 

    ふじざくらカローリングクラブ 

【カローリング練習会】 

一緒にカローリングをやりませんか？ 

◆日時：3月 24 日(金)、4 月 6 日(木)、28 日(金) 

    5月 3 日(水祝)、19 日(金) 

     10：00～11：30 

◆会場：御殿場市民交流センターふじざくら 

              交流ホール 

◆持ち物：運動しやすい靴、飲料水、タオル、マスク 

◆費用：100円/回 

◆問い合せ：☎F0550-87-3052(岡田) 

【会員募集】 

氷の上で行うカーリングを床の上でもできるようにと 

考案され今、人気沸騰の「カローリング」いきいきサロ

ンやふれあいサロン、老人会や婦人会、地区のスポーツ

大会等に「カローリング」は如何ですか？ 

是非一度ご来場いただき、体験されて、グループの活動

に加えていただきお楽しみ下さい。地区の公民館等へ

用具の無料貸し出しやインストラクターの派遣も行っ

ています。 

 

 
会員募集 

 
会員募集 

森のようちえん「にじ」 

【会員募集】 

野遊び、畑仕事、季節の手仕事など親子で楽しめる活

動をしています。 

◆対象：0歳～未就園児の親子 

◆日時：主に火曜日 10：30～13：00 頃 

◆場所：かまどもちやまの里、深沢あまだトンボ池 

    御胎内清宏園 等 

◆参加費：親子 1組 500 円(別途月会費 500 円) 

◆問い合せ：☎090-1476-5200(勝亦) 

※見学・体験参加ご希望の方はメール、Facebook 

Instagram のメッセージからご連絡してください。 

★メール：morinoniji@gmail.com 

★facebook：ごてんば森のようちえん「にじ」 

★Instagram 

※にじでは、親の「やりたい！」も大事にしています。 

 親も子も楽しい時間を一緒に過ごしましょう！ 

 

 

 

 
会員募集 

御殿場吹奏楽団 

【定期演奏会】 

第 42 回定期演奏会を行います。 

◆日時：3月 26 日(日) 

  開場：15：30 開演：16：00 

◆会場：御殿場市民会館 大ホール 

◆入場料：大人：500円/中学生以下：無料 

◆問い合せ： 

  HP:go-go-gosui.crayonsite.net 

 メール：gotenba.gosui@gmail.com 

御殿場市民会館：☎0550-83-8000 

【団員募集】 

一緒に演奏を楽しむ団員を募集しています。 

楽器経験者であれば入団可能！ 

【その他】 

依頼演奏など絶賛受付中！ 

老人ホームや保育園・幼稚園など。 

御殿場市内、小山町内その他周辺地域へ伺いま

す。 

 

 

 

 団員募集 

https://gotemba-npo.net/pmember
mailto:morinoniji@gmail.com
mailto:gotenba.gosui@gmail.com


 

  

 

 

 

 

 

        

         

         

 

    

   

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

        

    

  

     

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

御殿場市民活動支援センター 

◆〒412-0042 御殿場市萩原 988 番地の１ 

御殿場市民交流センターふじざくら 市民活動室 

コーディネーター配置時間 9：00～17：00 火曜日～日曜日（月曜日不在） 

◆TEL 0550-70-6820   FAX  0550-70-6817 

◆MAIL  info@gotemba-npo.net  ◆ＨＰ https://gotemba-npo.net/   

◆ＦＢ https://www.facebook.com/shiminkatsudo.gotemba 

◆メルマガ  shiminkatsudo-apply@gotemba-npo.net 
【ホームページ】 

   

  ◆◆ 事務局からお知らせ ◆◆ 

 

 

【ロッカー】 

令和 5 年度ロッカー利用料金を 5 月末までに御殿場市民活動支援センターまでお支払いいただきますようお願いい

たします。また、4 月以降継続されない場合は 3 月末までにご連絡ください。 

 年度の途中から利用される場合は申請書を提出した月からその年度末までの金額を一括前払いとなります。 

途中で利用を取りやめた場合でも返金はできませんのでご了承ください。 

  1 ヵ月：大型ロッカー300 円(年間 3,600 円) / 中型ロッカー200 円(年間 2,400 円) 

 【メールボックス】 

  新規にご利用を希望される団体は所定の申請用紙を記入の上、ご提出ください。また、メールボックスを次年度以降

ご利用されない場合は 3 月末までにご連絡ください。使用する場合は、1 団体 1 個の使用でお願いいたします。  

    メールボックスは無料です。          

 

 

御殿場市民活動支援センターに登録されている団体の代表者・担当者・団体名が変更した場合は変更届の提出が

必要です。変更のある団体は早めにご連絡ください。また、脱退する場合も登録削除申請書の提出が必要です。 

   ◆◆ 助成金 情報 ◆◆   

 
■生活学校とは？ 

 身近な地域や暮らしの様々な課題について 

 学び、調べ、話し合い、他のグループとも 

 協力し合いながら、実践活動の中で解決し 

 生活や地域や社会の在り方を変えていく、 

 そんな活動に取り組むグループです。 

 現在は全国運動「食を通じた子どもの居場所

づくり」に取り組み全国の団体が連携した運

動の展開を図っています。     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆対象団体(①及び②の両方に該当する団体) 

①身近な地域や暮らしの課題解決に取り組む地域活動団体 

②全国の生活学校が連携して行う全国運動に参加する意向のあ

る地域活動団体 

◆助成金額 

①生活学校への参加 6 万円(初年度 3 万円、2年目 3 万円) 

②全国運動への参加 上限 5 万円(現在のテーマは「食を通じた

子どもの居場所づくり」) 

◆問い合せ 

公益財団法人あしたの日本を創る協会 生活学校募集係 

☎03-6240-0778 /メール：ashita@ashita.or.jp 

◆申請締切：令和 5年 4月 30 日(日) 

 

近所のお年寄りや子どもたちの見守り、ごみの回収や資源リサイクル活動など、身近な地域や暮らしの問題

に取り組むグループの皆さま、生活学校に参加してみませんか？ 

https://gotemba-npo.net/
https://www.facebook.com/shiminkatsudo.gotemba
mailto:ashita@ashita.or.jp

